
昨
年
か
ら
今
年
に

か
け
て
、
二
人
の
友

人
が
末
期
の
肺
が
ん

と
診
断
さ
れ
た
。
二

人
と
も
当
然
の
よ
う

に
診
断
と
同
時
に
病

名
を
告
知
さ
れ
て
い
る
。
治
療

方
針
を
自
己
決
定
す
る
た
め
に

は
正
し
い
病
名
を
知
る
こ
と
が

不
可
欠
で
、
告
知
は
当
然
の
流

れ
で
あ
る
。
だ
が
二
十
年
ほ
ど

前
は
が
ん
の
告
知
を
す
る
と
き

は
、
医
療
機
関
内
で
多
職
種
の

人
が
わ
ざ
わ
ざ
そ
の
た
め
に
集

ま
っ
て
会
議
を
し
て
い
た
も
の

で
あ
る
。
ま
さ
に
隔
世
の
感
が

あ
る
▼
ま
た
そ
の
こ
ろ
認
知
症

は「
痴
呆
」と
呼
ば
れ
、
そ
れ
は

と
て
も
恥
ず
か
し
い
も
の
で
、

で
き
る
こ
と
な
ら
そ
の
事
実
を

隠
そ
う
と
す
る
風
潮
が
あ
っ

た
。
し
か
し
今
で
は
認
知
症
に

対
す
る
理
解
も
以
前
よ
り
は
深

ま
り
、
地
域
の
中
に
認
知
症
の

人
が
い
る
こ
と
を
前
提
に
、
そ

れ
を
支
え
る
シ
ス
テ
ム
が
模
索

さ
れ
て
い
る
▼
超
高
齢
社
会
に

あ
っ
て
が
ん
や
認
知
症
は
、
ご

く
あ
り
ふ
れ
た
も
の
に
な
っ
て

き
て
い
る
の
で
、
考
え
方
が
変

わ
る
の
も
ま
た
当
然
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
翻
っ
て
自
分
の
し

て
き
た
こ
と
を
考
え
て
み
る

と
、
悪
性
疾
患
の
患
者
さ
ん
に

病
名
を
知
ら
せ
ず
に
強
い
副
作

用
を
伴
う
化
学
療
法
を
行
っ
て

い
た
。
ま
た
認
知
症
患
者
さ
ん

の
尊
厳
を
知
ら
な
い
う
ち
に
傷

つ
け
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
の

で
あ
る
。
そ
ん
な
時
代
だ
っ
た

と
い
う
の
は
言
い
訳
に
も
な
る

ま
い
。
過
去
の
自
分
を
直
視
で

き
な
け
れ
ば
、
進
歩
し
て
い
く

こ
と
が
で
き
な
い
の
は
今
も
昔

も
変
わ
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。

と
言
い
な
が
ら
そ
れ
が
ま
た
難

し
い
の
で
は
あ
る
が
・
・
・
。
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第
三
十
六
回
「
な
ん
で
も
学

術
！　

な
ん
で
も
回
答
？　

よ

ろ
ず
勉
強
会
」
が
二
月
二
十
六

日（
木
）に
近
江
町
交
流
プ
ラ
ザ

に
て
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
今
回

は
石
川
県
立
中
央
病
院
・
歯
科

口
腔
外
科
の
高
木
純
一
郎
先
生

に
「
口
腔
疾
患
の
い
ろ
い
ろ
」

と
い
う
演
題
で
ご
講
演
い
た
だ

き
ま
し
た
。

冒
頭
に
、
智
歯
を
抜
歯
す
る

様
子
の
動
画
の
供
覧
が
あ
り
ま

し
た
。
そ
の
あ
と
も
唾
石
症
、

が
ま
腫
な
ど
の
唾
液
腺
関
連
疾

患
、
口
腔
内
ア
フ
タ
、
舌
特
有

の
疾
患
群
、
さ
ら
に
は
カ
ン
ジ

ダ
、
ヘ
ル
ペ
ス
ウ
イ
ル
ス
な
ど

に
よ
る
感
染
性
疾
患
、
そ
し
て

悪
性
黒
色
腫
や
舌
癌
な
ど
の
腫

瘍
性
疾
患
な
ど
、
口
腔
内
に
発

生
す
る
疾
患
を
網
羅
的
に
豊
富

な
画
像
を
用
い
て
解
説
し
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。
ま
た
、
口
腔

内
の
天
疱
瘡
や
扁
平
苔
癬
な
ど

の
治
療
の
際
の
、
皮
膚
科
と
の

連
携
に
つ
い
て
も
言
及
さ
れ
て

い
ま
し
た
。

次
は
、
こ
こ
数
年
の
ト
ピ
ッ

ク
ス
で
あ
る
、
ビ
ス
フ
ォ
ス

フ
ォ
ネ
ー
ト
系
の
骨
粗
し
ょ
う

症
治
療
薬
に
関
連
し
た
顎
骨
壊

死
に
関
す
る
お
話
で
し
た
。
顎

骨
壊
死
を
生
じ
さ
せ
な
い
た
め

に
は
徹
底
し
た
口
腔
管
理
が
必

要
で
、
歯
科
医
に
よ
る
介
入
が

重
要
で
あ
る
と
お
っ
し
ゃ
っ
て

い
ま
し
た
。

最
後
に
、
が
ん
終
末
期
の
口

腔
ト
ラ
ブ
ル
へ
の
対
応
に
つ
い

て
の
お
話
が
あ
り
ま
し
た
。
が

ん
終
末
期
に
歯
科
医
が
介
入
す

る
こ
と
に
よ
り
、
歯
の
う
蝕
や

歯
周
病
を
予
防
す
る
こ
と
は
も

ち
ろ
ん
、
口
臭
の
改
善
、
正
常

な
味
覚
の
保
持
、
食
欲
の
増
進

な
ど
を
図
り
、
誤
嚥
性
肺
炎
や

敗
血
症
な
ど
の
全
身
感
染
症
の

リ
ス
ク
を
軽
減
す
る
こ
と
が
で

き
、
会
話
な
ど
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
の
改
善
も
期
待
さ

れ
る
と
の
こ
と
で
し
た
。
残
さ

れ
た
時
間
に
お
け
る
Ｑ
Ｏ
Ｌ
の

維
持
は
極
め
て
重
要
で
あ
り
、

そ
の
た
め
に
も
歯
科
医
の
果
た

す
役
割
は
大
き
い
と
強
調
し
て

お
ら
れ
た
こ
と
が
強
く
印
象
に

残
り
ま
し
た
。

盛
り
だ
く
さ
ん
の
内
容
を
軽

妙
な
し
ゃ
べ
り
口
で
、
と
て
も

分
か
り
や
す
く
お
話
し
い
た
だ

き
、
予
定
時
間
が
本
当
に
あ
っ

と
い
う
間
に
過
ぎ
て
し
ま
い
ま

し
た
。
今
回
は
医
科
と
歯
科
の

境
界
領
域
の
疾
患
の
話
題
も

あ
っ
た
た
め
か
、
参
加
人
数
は

二
十
五
人
と
か
な
り
多
か
っ
た

よ
う
で
す
。本
勉
強
会
で
は「
歯

科
か
ら
医
科
へ
の
発
信
」
を
シ

リ
ー
ズ
化
し
て
お
り
、
今
後
も

継
続
し
て
い
く
予
定
で
す
。
こ

の
会
が
医
科
歯
科
連
携
を
進
め

る
一
助
と
な
る
こ
と
を
願
っ
て

や
み
ま
せ
ん
。

第
三
十
六
回 

な
ん
で
も
学
術
！
な
ん
で
も
回
答
？
よ
ろ
ず
勉
強
会

理
事

　三
宅

　靖
（
金
沢
市
・
内
科
）

医
科
歯
科
の
境
界
領
域
疾
患
の

　
　
　
　
　話
題
が
盛
り
だ
く
さ
ん

口
腔
疾
患
の
い
ろ
い
ろ

と　き ところ

第一部

第二部
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（予定）
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政
府
が
進
め
る

「
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
」で
は

必
要
な
医
療・介
護
が
保
障
さ
れ
な
い

二
月
二
十
二
日（
日
）に
ホ
テ

ル
金
沢
で
「
あ
る
べ
き
地
域
包

括
ケ
ア
を
考
え
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム 
─ 

現
場
か
ら
の
提
言 

─
」 が

開
か
れ
、
七
十
人
の
参
加
が
あ

り
ま
し
た
。
春
一
番
が
吹
き
暖

か
い
日
で
し
た
。

冒
頭
、
横
山
壽
一
金
沢
大
学

教
授
の
基
調
講
演
「
国
が
進
め

る
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム

─ 

地
域
包
括
ケ
ア
を
め
ぐ
る

論
点 

─
」
が
あ
り
ま
し
た
。

ま
ず
、
国
の
基
本
的
な
考
え
方

が
紹
介
さ
れ
、
少
子
高
齢
化
や

財
政
状
況
か
ら
、「
共
助
」「
公

助
」
の
拡
充
が
期
待
で
き
な
い

の
で
、「
自
助
」「
互
助
」
の
果

た
す
役
割
を
大
き
く
す
る
と
い

う
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の

制
度
設
計
を
分
か
り
や
す
く
説

明
さ
れ
ま
し
た
。
医
療
介
護
総

合
法
（
医
療
総
合
確
保
法
と
略

さ
れ
る
場
合
も
あ
る
が
、
確
保

さ
れ
る
保
障
が
な
い
の
で
総
合

法
と
略
し
た
と
の
こ
と
）
の
中

で
は
、「
効
率
的
か
つ
質
の
高

い
医
療
提
供
体
制
の
構
築
」
と

「
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の

構
築
」
が
車
の
両
輪
と
し
て
位

置
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
い
わ

ゆ
る
「
川
上
」「
川
下
」
一
体

改
革
を
担
う
役
割
と
し
て
地
域

包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
が
あ
り
ま

す
が
、
実
際
は
「
必
要
な
医
療

と
介
護
の
保
障
が
な
さ
れ
な

い
」「
専
門
性
の
高
い
サ
ー
ビ

ス
が
提
供
さ
れ
な
い
」
な
ど
の

問
題
を
指
摘
し
ま
し
た
。
そ
の

上
で
、
あ
る
べ
き
地
域
包
括
ケ

ア
＝
「
人
権
と
し
て
の
地
域
包

括
ケ
ア
」
を
対
峙
さ
れ
ま
し

た
。
人
権
保
障
・
必
要
充
足
の

堅
持
・
公
的
責
任
・
自
己
決
定

と
い
っ
た
、
基
本
原
則
を
踏
ま

え
た
具
体
的
な
施
策
の
あ
り
方

が
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

パ
ネ
リ
ス
ト
か
ら

　
　
　
　豊
富
な
実
践
例
が

基
調
講
演
を
受
け
て
、
さ
い

と
う
内
科
医
院
の
斉
藤
元
泰
先

生
に
「
医
師
の
立
場
か
ら
」、

平
田
歯
科
医
院
の
平
田
米
里
先

生
に
「
歯
科
医
の
立
場
か
ら
」、

金
沢
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

の
石
川
美
香
さ
ん
に
「
訪
問
看

護
師
の
立
場
か
ら
」、
Ｊ
Ａ
石

川
か
ほ
く
ほ
の
ぼ
の
ヘ
ル
プ
の

山
岸
康
子
さ
ん
か
ら
「
居
宅
介

護
支
援
事
業
所
・
訪
問
介
護
事

業
所
管
理
者
の
立
場
か
ら
」、

野
々
市
市
地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー
の
社
会
福
祉
士
の
池
上
森

彦
さ
ん
に
「
地
域
包
括
支
援
セ

ン
タ
ー
の
立
場
か
ら
」
の
報
告

を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

斉
藤
先
生
は
、
ま
ち
の
開
業

医
と
し
て
一
馬
力
で
地
域
医
療

を
実
践
さ
れ
て
い
ま
す
。
患
者

さ
ん
や
家
族
と
の「
死
」や「
老

い
」を
め
ぐ
る
や
り
と
り
な
ど
を

紹
介
し
な
が
ら
、
自
然
体
（
来

る
者
は
拒
ま
ず
去
る
者
は
追
わ

ず
）
で
実
践
さ
れ
て
い
る
在
宅

医
療
を
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。
平

田
先
生
は
、
患
者
さ
ん
に
と
っ

て
の
あ
る
べ
き
姿
と
し
て
、
①

予
防
②
重
症
化
対
策
（
地
域
包

括
支
援
セ
ン
タ
ー
が
ハ
イ
リ
ス

ク
者
を
把
握
）
③
病
院
・
施
設
・

在
宅
・
病
院
と
い
っ
た
短
期
の

移
動
状
況
に
合
っ
た
十
分
な
情

報
連
携
を
挙
げ
ま
し
た
。
そ
の

上
で
歯
科
医
師
に
求
め
ら
れ
る

も
の
、
歯
科
に
求
め
ら
れ
る
も

の
を
提
示
し
、
さ
ら
に
「
歯
科

医
院
へ
の
搬
送
シ
ス
テ
ム
」「
地

域
の
窓
口
を
つ
く
り
、
歯
科
へ

の
情
報
提
供
の
流
れ
を
ス
ム
ー

ズ
に
行
う
」
こ
と
な
ど
を
提
言

さ
れ
ま
し
た
。
石
川
美
香
さ
ん

は
機
能
強
化
型
訪
問
看
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
金
沢
訪
問

看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
で
の
実
践

を
話
さ
れ
ま
し
た
。
利
用
者
は

要
介
護
３
以
上
の
い
わ
ゆ
る
中

重
度
者
が
半
数
以
上
で
あ
る
こ

と
、
介
護
保
険
の
対
象
と
医
療

保
険
の
対
象
が
現
在
ほ
ぼ
同
じ

割
合
で
あ
る
こ
と
を
紹
介
し
、

最
期
ま
で
安
心
し
て
療
養
生
活

が
送
れ
る
よ
う
、
他
機
関
と
連

携
し
二
十
四
時
間
三
百
六
十
五

日
に
わ
た
り
、
療
養
と
在
宅
看

取
り
を
支
援
す
る
訪
問
看
護
を

実
践
し
て
い
ま
す
。
定
期
巡

回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看

護
を
実
践
し
て
い
る
山
岸
さ
ん

か
ら
は
、
具
体
例
を
示
し
な
が

ら
在
宅
介
護
の
限
界
点
を
上
げ

る
実
践
が
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。

池
上
さ
ん
か
ら
は
、
生
活
支
援

サ
ー
ビ
ス
の
体
制
整
備
が
紹
介

さ
れ
、
当
事
者
意
識
を
持
っ
て

も
ら
う
こ
と
を
大
切
に
し
て
い

る
と
強
調
さ
れ
ま
し
た
。
ゴ
ミ

出
し
支
援
、
買
い
物
支
援
、

ち
ょ
っ
と
し
た
困
り
ご
と
対
策

な
ど
、
具
体
的
な
取
り
組
み
が

紹
介
さ
れ
ま
し
た
。

い
ず
れ
も
豊
富
な
実
践
を
紹

介
す
る
熱
意
の
あ
ま
り
、
時
間

が
オ
ー
バ
ー
し
て
し
ま
い
、
全

体
討
論
の
時
間
が
ほ
と
ん
ど
無

く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
横

山
先
生
の
基
調
講
演
へ
の
各
パ

ネ
リ
ス
ト
の
感
想
を
聞
い
た
上

で
、
フ
ロ
ア
か
ら
の
発
言
を
求

め
た
と
こ
ろ
、
財
源
の
ガ
バ
ナ

ン
ス
と
地
域
に
よ
る
資
源
や
状

況
の
違
い
と
い
っ
た
、
重
要
な

コ
メ
ン
ト
が
出
ま
し
た
。
今
後

も
継
続
的
に
、「
あ
る
べ
き
地

域
包
括
ケ
ア
を
目
指
し
た
取
り

組
み
」
が
必
要
だ
と
の
認
識
が

共
有
さ
れ
た
と
思
い
ま
す
。

（
問
題
は
10
面
に
あ
り
ま
す
）

黒
１
、
３
が
ダ
メ
ヅ
マ
リ
を
と
が
め

る
好
手
段
。
白
４
に
黒
５
で
白
死
で

す
。
黒
１
で
２
は
白
１
黒
イ
白
５
黒
ロ

白
３
黒
ハ
白
２
の
右
で
白
生
き
で
す
。

囲

解
答

碁2
1

5
3

4

ロイハ

☗
２
四
桂
☖
同
歩
☗
２
一
竜
☖

同
玉
☗
２
三
香
☖
１
二
玉
☗
２

二
角
成
ま
で
7
手
詰
。

〈
解
説
〉
☗
２
四
桂
に
☖
１
三
玉

は
☗
１
一
竜
ま
で
。
３
手
目
☗
２

一
竜
が
う
ま
い
決
め
手
で
、
☖
同

玉
に
☗
２
三
香
が
ピ
ッ
タ
リ
で

☖
１
二
玉
に
☗
２
二
角
成
ま
で
。

将
棋
解
答

（
問
題
は
10
面
に
あ
り
ま
す
）

「
数
独
」の
解
答

8
＋
2
で
、答
え
は「
10
」

（
問
題
10
面
）

横山壽一氏（金沢大学教授）

平田米里氏（平田歯科医院院長）

山岸康子氏（JA石川かほくほのぼのヘルプ）

斉藤元泰氏（さいとう内科医院院長）

石川美香氏（金沢訪問看護ステーション）

池上森彦氏（野々市市地域包括支援センター） 

シンポジウムは70人が参加し開催された（2月22日・ホテル金沢）

あるべき地域包括ケアを考えるシンポジウム

副会長　大川　義弘（金沢市・内科）

医療・介護の現場から提言を
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最
近
、
在
宅
医
療
で

の
診
療
ス
タ
イ
ル
を
外

来
診
療
に
ま
で
広
げ
て

い
く
流
れ
が
新
た
な
試

み
と
し
て
注
目
さ
れ
て

い
る
。
た
し
か
に
、
在

宅
医
療
の
現
場
で
は
、
患
者
の
生
活

背
景
や
人
生
観
に
基
づ
い
た
医
療
、

さ
ら
に
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
を
含
め
た

多
職
種
連
携
が
、
通
常
の
外
来
診
療

よ
り
行
わ
れ
や
す
い
と
い
う
メ
リ
ッ

ト
が
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
在

宅
医
療
を
「
医
療
再
生
」
の
切
り
札

に
し
よ
う
と
い
う
取
り
組
み
に
は
大

い
に
賛
同
で
き
る
。
そ
し
て
、
一
人

の
患
者
に
も
っ
と
深
く
関
わ
ろ
う
と

す
る
「
地
域
包
括
診
療
」
の
点
数
新

設
は
、
良
く
言
え
ば
、
そ
う
い
っ
た

理
念
に
合
致
す
る
と
言
え
る
の
か
も

し
れ
な
い
。

一
方
で
、
一
部
の
オ
ピ
ニ
オ
ン

リ
ー
ダ
ー
的
な
在
宅
専
門
医
は
、
一

般
の
診
療
所
が
多
数
の
外
来
患
者
を

診
て
い
る
こ
と
に
対
し
「
粗
診
粗
療

で
あ
る
」
と
主
張
し
、「
三
分
診
療

は
怪
し
か
ら
ん
」
と
い
う
マ
ス
コ
ミ

的
バ
ッ
シ
ン
グ
に
同
調
し
て
い
る
こ

と
を
私
た
ち
は
知
っ
て
お
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
彼
ら
は
言
う
。
慢
性

疾
患
は
三
カ
月
処
方
か
つ
完
全
予
約

制
に
し
て
、
地
域
包
括
の
高
い
点
数

で
、
ゆ
っ
た
り
患
者
と
会
話
を
す
れ

ば
、
在
宅
医
療
に
匹
敵
す
る
終
末
期

医
療
へ
の
準
備
が
外
来
診
療
で
も
可

能
に
な
る
と
い
っ
た
意
見
で
あ
る
。

し
か
し
、
果
た
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う

か
。
診
療
所
の
役
割
は
、「
人
頭
制
」

で
完
結
で
き
る
ほ
ど
〝
優
雅
〟
な
も

の
で
あ
ろ
う
か
。
厳
冬
期
の
今
、
流

行
性
感
冒
の
ピ
ー
ク
時
に
大
勢
の
発

熱
患
者
の
診
療
を
何
と
か
短
時
間
で

こ
な
し
て
い
く
こ
と
は
、
決
し
て

「
三
分
診
療
」
と
揶
揄
さ
れ
る
べ
き

も
の
で
は
な
い
。
診
療
所
の
先
生
方

は
、
地
域
に
根
差
し
た
医
療
機
関
の

責
務
と
し
て
尽
力
さ
れ
て
い
る
は
ず

で
あ
る
。
さ
ら
に
、
一
人
当
た
り
い

く
ら
で
や
り
な
さ
い
、
と
い
う
人
頭

制
・
人
頭
払
い
は
、
医
療
費
削
減
の

最
も
手
っ
取
り
早
い
方
法
で
あ
る
こ

と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

地
域
包
括
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
も

と
、
こ
れ
か
ら
安
上
が
り
な
「
模
擬

在
宅
医
療
」
が
押
し
付
け
ら
れ
て
来

る
可
能
性
は
高
い
。
私
た
ち
は
自
ら

の
診
療
所
の
あ
る
べ
き
姿
を
見
失
う

こ
と
な
く
、
本
当
の
意
味
で
の
地
域

医
療
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
保
険
医
協
会
は
そ
う
い
っ
た
意

見
交
換
の
場
に
こ
そ
ふ
さ
わ
し
い
。

医
療
費
削
減
の
た
め
の

人
頭
制
・
人
頭
払
い
に
反
対

報
告
事
項
は
、
総
務
部
よ

り
会
員
の
動
向
、原
発
・
い
の

ち
・
み
ら
い
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
会

議
報
告
か
ら
始
ま
っ
た
。
保

団
連
二
〇
一
四
～
二
〇
一
五

年
度
第
二
回
代
議
員
会
の
報

告
に
つ
い
て
は
、
石
川
協
会

の
発
言
通
告
「
歯
科
の
初
再

診
料
を
医
科
並
み
に
引
き
上

げ
る
」
に
対
す
る
保
団
連
答

弁
に
矛
盾
が
あ
る
こ
と
を
指

摘
し
、
保
団
連
が
提
起
し
て

い
る
「
診
療
報
酬
改
善
要
求

項
目
案
」
に
つ
い
て
医
科
・

歯
科
に
お
け
る
初
再
診
料
格

差
の
解
消
を
盛
り
込
む
な

ど
、
原
則
的
な
要
求
を
入
れ

る
べ
き
と
の
意
見
を
ま
と
め

る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。

協
議
事
項
で
は
本
紙
三
月

号
「
持
論
」
の
検
討
、
今
後

の
医
療
運
動
や
国
会
行
動

の
予
定
な
ど
が
確
認
さ
れ

た
。
三
月
二
十
九
日
に
開
催

す
る
定
期
総
会
準
備
に
つ
い

て
は
、
記
念
講
演
の
講
師
・

山
出
保
元
金
沢
市
長
と
の
打

ち
合
わ
せ
を
行
う
こ
と
に
な

り
、
協
会
か
ら
西
田
会
長
、

大
平
副
会
長
、
事
務
局
が
参

加
す
る
こ
と
を
確
認
し
た
ほ

か
、
工
藤
事
務
局
長
よ
り
総

会
に
向
け
た
進
捗
状
況
の
報

告
が
あ
っ
た
。

ま
た
、
石
川
協
会
が
主
務

地
と
な
る
次
回
の
保
団
連
北

信
越
ブ
ロ
ッ
ク
会
議
に
つ
い

て
は
、
学
習
講
演
に
て
貧
困

と
格
差
の
現
状
を
話
し
て
い

た
だ
く
講
師
を
探
す
こ
と
に

な
っ
た
。

 

【
山
本　

記
】

今
回
の
理
事
会
で
は
重
要

な
論
点
が
数
多
く
出
さ
れ

た
。
今
後
の
保
険
医
協
会
に

と
っ
て
重
要
な
事
項
な
の

で
、
継
続
的
な
検
討
が
望
ま

れ
る
。

第
一
に
、
会
員
拡
大
。
実

質
的
に
マ
イ
ナ
ス
の
状
況
の

中
で
勤
務
医
の
会
員
拡
大
が

重
要
な
ポ
イ
ン
ト
に
な
る

が
、
勤
務
医
が
加
入
す
る
メ

リ
ッ
ト
や
入
り
や
す
さ
な
ど

を
き
ち
ん
と
追
求
し
て
い
く

必
要
が
あ
る
。
第
二
に
、
国

保
を
良
く
す
る
運
動
。
資
格

証
明
書
を
持
っ
て
医
療
機
関

に
か
か
っ
た
と
き
に
短
期
保

険
証
を
発
行
す
る
と
い
う
金

沢
市
の
対
応
が
、
全
国
か
ら

見
て
も
先
進
的
で
あ
る
。
こ

れ
は
保
険
医
協
会
も
参
加
す

る
「
国
保
を
よ
く
す
る
金
沢

市
実
行
委
員
会
」
の
活
動
の

成
果
で
も
あ
り
、
こ
の
教
訓

を
ど
う
読
み
取
る
か
。
第
三

に
、
社
会
保
障
充
実
に
関
し

て
。
保
団
連
が
出
す
診
療
報

酬
改
定
へ
の
要
望
に
対
す
る

石
川
協
会
の
意
見
が
議
論
さ

れ
、
原
理
原
則
の
重
要
性
が

強
調
さ
れ
た
。
第
四
に
、
運

動
で
の
協
同
の
重
要
性
。
社

会
保
障
制
度
の
後
退
の
波
が

押
し
寄
せ
て
く
る
中
で
、
他

の
医
療
団
体
と
の
協
力
協
同

を
ど
う
図
っ
て
い
く
か
が
重

要
で
あ
る
。

そ
の
他
、
①
平
田
副
会
長

か
ら
の
保
団
連
理
事
会
報
告

で
、
保
団
連
を
よ
り
良
く
し

て
い
こ
う
と
い
う
平
田
副
会

長
の
活
躍
が
う
か
が
え
た
②

北
信
越
ブ
ロ
ッ
ク
会
議
が
、

北
陸
新
幹
線
開
業
も
あ
り
、

金
沢
で
開
か
れ
る
方
向
と

な
っ
た
③
保
険
医
協
会
の
総

会
の
議
案
の
中
の
活
動
報
告

に
つ
い
て
、提
案
が
あ
っ
た
。

侃
侃
諤
諤
、
談
論
風
発
、
甲

論
乙
駁
、
百
家
争
鳴
、
脱
線

脱
輪
の
理
事
会
の
た
め
、
終

了
時
間
が
い
つ
も
と
同
様
、

大
き
く
遅
れ
た
。

 

【
大
川　

記
】

第17回 理事会点描

定期総会の
準備も進んで

（2月3日・12人出席）

第18回 理事会点描

侃侃諤諤、談論風発、甲論乙駁、
百家争鳴、脱線脱輪・・・

（2月17日・12人出席）

事

会

点

描

理

歯科学術講演会

“ＩＣＤＡＳⅡ”
ア　　イ　　シ　　ー　　ダ　　ス

（歯科硬組織検査）

新しい歯科分野の
　  保険導入に向けて （仮）

講師 花田 信弘 氏（鶴見大学 歯学部探索歯学講座 教授）
と　き

2015年４月２６日（日） 午前９時半～午後０時半
ところ

対　象

ホテル金沢 ２階 ダイヤモンド

会員医療機関の歯科医師、スタッフ（定員100人）
参加費
無　　料

「私見ながら、より幅広い『口腔機能の向上』に視点を置くことで、たとえば齲蝕に関して
は、重症化予防の観点から『Coの段階からの関与』を保険導入できないか検討したい」
昨年9月に開催された平成２６年度社会保険指導者研修会で、田口円裕厚生労働省

保険局歯科医療管理官は上記のような注目すべき発言をしました。
日本歯科医学会でも、新規保険導入をめざし、「新病名」の絞り込み作業が進められ
ていると言います。また、保団連でも、竹田正史副会長は昨年の歯科全国交流集会で、
「新しいパラダイム」に向けた流れが萌芽しつつあり、それを積極的に推進したいとの基
調報告をしたばかりです。
まさに新しい分野の保険導入に向けて着 と々外堀が埋まりつつある状況で、花田信弘
教授をお招きして「ICDASⅡ（歯科硬組織検査）」に関する講演会
を企画できることはタイムリー、かつ有意義なことと思われます。
会員の皆様におかれては、この貴重な機会を活用し、歯科におけ

る新潮流に触れていただければ幸いです。多くのご参加をお待ちし
ています。

金沢市堀川新町1番1号 （☎076-223-1111） 

石川県保険医協会 
ＴＥＬ 076-222-5373 ＦＡＸ 076-231-5156 
Email  ishikawa-hok@doc-net.or.jp

※詳細・申し込みについては同封の案内チラシをご覧ください。
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皆
さ
ん
は
、
弁
護
士
の
河
合

弘
之
さ
ん
を
ご
存
知
で
し
ょ
う

か
。
現
在
、
日
本
各
地
の
脱
原

発
訴
訟
を
主
導
し
て
い
る
方

で
、
ご
自
身
で
映
画
「
日
本
と

原
発
」
を
監
督
し
制
作
さ
れ
ま

し
た
。
二
時
間
を
超
す
長
い
映

画
で
す
が
、
脱
原
発
で
活
動
さ

れ
て
い
る
飯
田
哲
也
氏
、
大
島

堅
一
氏
、
小
出
裕
章
氏
、
古
賀

茂
明
氏
、
田
中
三
彦
氏
ら
へ
の

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
中
心
に
、
日

本
の
原
発
政
策
の
何
が
問
題

か
、
今
後
私
た
ち
の
エ
ネ
ル

ギ
ー
政
策
を
ど
う
す
べ
き
か
な

ど
、
こ
の
映
画
を
見
れ
ば
お
お

よ
そ
理
解
が
で
き
る
内
容
に

な
っ
て
い
ま
す
。

二
月
十
五
日
か
ら
二
十
八
日

に
か
け
て
石
川
県
内
各
地
で
自

主
上
映
さ
れ
、
私
も
観
る
機
会

が
あ
り
ま
し
た
。
こ
こ
で
は
こ

の
映
画
で
印
象
に
残
っ
た
二

点
に
つ
い
て
記
し
ま
す
。
三
・

一
一
直
後
に
当
時
原
子
力
委
員

会
の
委
員
長
で
あ
っ
た
近
藤
駿

介
氏
が
官
邸
で
説
明
し
た
と
さ

れ
る
「
最
悪
シ
ナ
リ
オ
」
の

問
題
と
、
二
〇
一
四
年
五
月

二
十
一
日
に
福
井
地
裁
で
下
さ

れ
た
大
飯
原
発
差
し
止
め
訴
訟

の
判
決
に
つ
い
て
で
す
。

三
・
一
一
東
日
本
大
震
災
に

続
き
、
福
島
第
一
原
発
で
は
水

素
爆
発
が
起
こ
り
、
日
本
全
体

は
パ
ニ
ッ
ク
状
態
と
な
り
ま
し

た
。
原
発
周
辺
に
住
む
住
民
の

避
難
指
示
が
、
三
km
圏
内
に
始

ま
り
十
km
、
二
十
km
、
三
十
km

と
順
次
拡
大
し
て
い
っ
た
の
は

記
憶
に
残
っ
て
い
ま
す
。
と
こ

ろ
が
、
公
表
は
さ
れ
て
い
ま
せ

ん
が
、
三
月
二
十
五
日
に
近
藤

駿
介
氏
は
菅
直
人
首
相
（
当

時
）
に
「
福
島
第
一
原
子
力
発

電
所
の
不
測
事
態
シ
ナ
リ
オ

の
素
描
（
図
１
、２
）」⑴
と
題

し
た
、
い
わ
ゆ
る
想
定
さ
れ
る

「
最
悪
シ
ナ
リ
オ
」
に
つ
い
て

説
明
し
て
い
た
の
で
す
。
こ
の

シ
ナ
リ
オ
で
は
、
そ
れ
ま
で
発

生
し
た
水
素
爆
発
（
一
号
機
、

三
号
機
、
四
号
機
）に
続
い
て
、

四
号
機
の
核
燃
料
プ
ー
ル
に
あ

る
使
用
済
み
核
燃
料
が
露
出
し

溶
融
す
る
と
さ
ら
に
大
量
の
放

射
性
物
質
が
放
出
さ
れ
、
強
制

移
転
を
求
め
る
地
域
が
百
七
十

km
以
遠
に
、
自
主
避
難
を
認
め

る
べ
き
地
域
が
二
百
五
十
km
以

遠
に
も
な
る
と
し
て
い
ま
す
。

こ
の
状
況
を
地
図
に
当
て
は
め

た
も
の
が
毎
日
新
聞
に
掲
載
さ

れ
ま
し
た
（
図
３
⑵
）。
日
本
政

府
は
原
発
を
再
稼
働
さ
せ
よ
う

と
し
て
い
ま
す
が
、
こ
の
図
を

見
て
い
な
か
っ
た
の
か
忘
れ
て

し
ま
っ
て
い
る
の
か
、
あ
る
い

は
そ
も
そ
も
そ
の
よ
う
な
話
は

な
か
っ
た
こ
と
に
し
て
い
る
の

か
、
そ
の
考
え
を
問
い
た
だ
し

た
い
思
い
で
す
。

も
う
一
つ
は
、
三
・
一
一
後

に
再
稼
働
し
た
大
飯
原
発
（
三

号
機
及
び
四
号
機
）
に
対
す
る

運
転
差
し
止
め
裁
判
で
、

二
〇
一
四
年
五
月
二
十
一

日
に
福
井
地
方
裁
判
所

は
「
原
子
炉
を
運
転
し
て

は
な
ら
な
い
」
と
す
る
画

期
的
な
判
決
が
下
さ
れ
ま

し
た
。
判
決
内
容
に
つ
い

て
は
ニ
ュ
ー
ス
で
概
要
を

把
握
し
て
い
た
つ
も
り
で

し
た
が
、
こ
の
映
画
を
見

て
初
め
て
本
判
決
の
全
文

を
読
み
、
そ
の
内
容
の
素

晴
ら
し
さ
に
感
銘
を
受
け
ま
し

た
。
判
決
文
の
「
は
じ
め
に
」

の
部
分
で
、
人
格
権
が
登
場
し

ま
す
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
以

下
の
よ
う
に
記
し
て
い
ま
す
。

「
ひ
と
た
び
深
刻
な
事
故
が

起
こ
れ
ば
多
く
の
人
の
生
命
、

身
体
や
そ
の
生
活
基
盤
に
重
大

な
被
害
を
及
ぼ
す
事
業
に
関
わ

る
組
織
に
は
、
そ
の
被
害
の
大

き
さ
、
程
度
に
応
じ
た
安
全
性

と
高
度
の
信
頼
性
が
求
め
ら
れ

て
然
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
は
、
当
然
の
社
会
的
要
請
で

あ
る
と
と
も
に
、
生
存
を
基
礎

と
す
る
人
格
権
が
公
法
、
私
法

を
問
わ
ず
、
す
べ
て
の
法
分
野

に
お
い
て
、
最
高
の
価
値
を
持

つ
と
さ
れ
て
い
る
以
上
、
本
件

訴
訟
に
お
い
て
も
よ
っ
て
立
つ

べ
き
解
釈
上
の
指
針
で
あ
る
。」

こ
れ
に
続
き
、「
原
子
力
発

電
所
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
安
全

性
」
の
部
分
で
は
、
以
下
の
よ

う
に
記
し
て
い
ま
す
。

「
原
子
力
発
電
所
の
稼
働
は

法
的
に
は
電
気
を
生
み
出
す
た

め
の
一
手
段
た
る
経
済
活
動
の

自
由
（
憲
法
二
十
二
条
一
項
）

に
属
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
憲

法
上
は
人
格
権
の
中
核
部
分
よ

り
も
劣
位
に
置
か
れ
る
べ
き
も

の
で
あ
る
。（
中
略
）
少
な
く

と
も
か
よ
う
な
事
態
を
招
く
具

体
的
危
険
性
が
万
が
一
で
も
あ

れ
ば
、
そ
の
差
し
止
め
が
認
め

ら
れ
る
の
は
当
然
で
あ
る
。」

ま
た
、「
被
告
の
そ
の
余
の

主
張
に
つ
い
て
」
で
は
、
以
下

の
よ
う
に
記
し
て
い
ま
す
。

「
他
方
、
被
告
は
本
件
原
発

の
稼
働
が
電
力
供
給
の
安
定

性
、
コ
ス
ト
の
低
減
に
つ
な
が

る
と
主
張
す
る
が
、
当
裁
判
所

は
、
極
め
て
多
数
の
人
の
生
存

そ
の
も
の
に
関
わ
る
権
利
と
電

気
代
の
高
い
低
い
の
問
題
等
と

を
並
べ
て
論
じ
る
よ
う
な
議
論

に
加
わ
っ
た
り
、
そ
の
議
論
の

当
否
を
判
断
す
る
こ
と
自
体
、

法
的
に
は
許
さ
れ
な
い
こ
と
で

あ
る
と
考
え
て
い
る
。（
中
略
）

被
告
は
、
原
子
力
発
電
所
の
稼

働
がC

O2

排
出
削
減
に
資
す
る

も
の
で
環
境
面
で
優
れ
て
い
る

旨
主
張
す
る
が
、
原
子
力
発
電

所
で
ひ
と
た
び
深
刻
事
故
が
起

こ
っ
た
場
合
の
環
境
汚
染
は
す

さ
ま
じ
い
も
の
で
あ
っ
て
、
福

島
原
発
事
故
は
我
が
国
始
ま
っ

て
以
来
最
大
の
公
害
、
環
境
汚

染
で
あ
る
こ
と
に
照
ら
す
と
、

環
境
問
題
を
原
子
力
発
電
所
の

運
転
継
続
の
根
拠
と
す
る
こ
と

は
甚
だ
し
い
筋
違
い
で
あ
る
。」

以
上
の
よ

う
に
、
当
判

決
文
は
人
と

し
て
考
え
ら

れ
る
原
発
問

題
に
対
す

る
、
最
も
純

粋
で
最
も
合

理
的
な
内
容

で
あ
る
よ
う

に
感
じ
ま
し

た
。
判
決
文

そ
の
も
の
は

そ
れ
ほ
ど
長

く
は
な
く
、

原
子
力
資
料

情
報
室
の

ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
⑶

で
全
文

を
読
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
、

一
度
読
ん
で
み
て
は
い
か
が
で

し
ょ
う
か
。
最
後
に
、
こ
の
映

画
は
通
常
の
映
画
館
で
観
る
こ

と
は
難
し
い
と
思
い
ま
す
。
映

画
「
日
本
と
原
発
」
公
式
サ

イ
ト
⑷
に
は
、
全
国
各
地
で
開

か
れ
る
試
写
会
・
自
主
イ
ベ
ン

ト
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
紹
介
す
る

コ
ー
ナ
ー
が
あ
り
ま
す
。
ぜ
ひ

チ
ェ
ッ
ク
い
た
だ
き
、
映
画
を

ご
覧
に
な
っ
て
い
た
だ
き
た
い

と
思
い
ま
す
。

参
考
資
料
：

⑴  

近
藤
駿
介「
福
島
第
一
原
子
力

発
電
所
の
不
測
事
態
シ
ナ
リ
オ

の
素
描
」平
成
23
年
3
月
25
日

 
h
ttp

:/
/
w
w
w
.a
sa
h
i-

net.or.jp/~
pn8r-fjsk/

saiakusinario.pdf
 

（
こ
のH

P

か
ら
資
料
全
体
を

見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
）

⑵		

毎
日
新
聞
、
2
0
1
1
年
12

月
24
日
付

⑶  

原
子
力
資
料
情
報
室
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ

 
http://w

w
w
.cnic.jp/5851

⑷  

映
画
「
日
本
と
原
発
」
公
式

サ
イ
ト　

http://w
w
w
.

nihontogenpatsu.com
/

原発・いのち・みらい原発・いのち・みらい
その33

シリーズ

理
事

　斉
藤

　典
才
（
金
沢
市･

外
科
）

映
画「
日
本
と
原
発
」を
見
て

映
画「
日
本
と
原
発
」を
見
て

公
表
さ
れ
て
い
な
い

重
大
な
事
実
が
明
ら
か
に

会員の先生へ

●問い合わせ先Eメール／ishikawa-hok@doc-net.or.jp

『石川保険医新聞』 アーカイブズについて 
『石川保険医新聞』の創刊号から最新号までのPDF化が終了
し、会員の皆様にいつでも閲覧･ダウンロードしていただくことが
可能になりました。当面の間、試験運用として、ホームページに
アップロードしましたので、ご覧になりたい会員（ご本人のみ）
の方は、保険医協会事務局まで、
当該サイトへのアクセス方法をお
たずねください。メールでお問い
合わせいただければ、アクセス方
法とIDおよびパスワードをお知ら
せします。

映画「日本と原発」ポスター

図1

図2

図3
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【ヒデさんの回答…2月号のつづき】
混合診療問題は、皆さんも随分議論されていますから、健康権と保険
適用の問題として、私のかかわった鍼灸裁判を例にご紹介しておきまし
ょう。

■裁判の経過
ご存知のように、保険適用については、医科と歯科に差がある以上に、
西洋医学と東洋医学にれっきとした「格差」が存在します。さらに東洋医
学のなかでも、例えば柔道整復と鍼灸マッサージ治療では大きな差別が存
在します。この点を問題として栃木県宇都宮在住の岸イヨさんが、鍼灸治
療への健康保険適用を求めたのが鍼灸裁判です。
栃木県宇都宮市の岸イヨさんは1990（平成 2）年に五十肩（腕の腱鞘
炎）で鍼灸治療を受けていました。治療の途中に外科医の診断、治療や柔
道整復師の治療など、いろいろな治療を受けましたが、鍼灸治療だけは不
支給となりました。
健康保険の治療において鍼灸治療だけを特別に制限し、不支給とするの
は納得できないとして提訴を決意し1991（平成 3）年 8月28日に宇都宮地
裁に提訴しました。
鍼灸師、あん摩マッサージ指圧師の治療は、健康保険では、療養の給付
ではなく、例外的な療養費の支給として取り扱われており、患者が健康保
険で治療を受けるためには、医師の同意のみならずいろいろ不合理な制限
がなされてきました。しかし、健康保険において鍼灸、あん摩・マッサー
ジ治療への差別はやめ、患者が希望する場合は受診できるようにしようと
いう岸裁判をはじめとする運動により少しずつですが前進しています。
私は、この裁判を全面的に支援し、意見書も提出しました。しかし、そ
の条件は、鍼灸師、あん摩マッサージ師あるいはその業界の利益確保とい
う視点ではなく、あくまで患者の立場、その健康権保障の観点から論陣を
張るというものでした。つまり、裁判も、原告は岸イヨさんという患者=
健康権の主体者であり、国、厚生省の医療政策・行政すなわち健康権保障
の義務と責任を問うという図式だということです。

■私の主張 ─ 健康権保障の立場から
私は、法廷でも証言し、意見書

「はり・きゅう治療と療養費支給の
可否」（写真）も執筆しました。
そこでは健康権保障の根本理念、
原理、原則を説き、さらに鍼灸マッ
サージ療養費支給についての諸通知
の誤り、混乱を細部にいたるまで指
摘しその改善策を以下のように明ら
かにしました（「健康権と健康保険
法第44条の 2  ─ はり・きゅう治療
と療養費支給の可否」として医道の
日本1997年 7 -11月号に掲載されて
います）。

1    健康保険をはじめとする医療保
障制度は憲法第25条の国民の「健
康権」保障のための制度である。国民の「健康権」を保障するために最
も大切な問題は、患者の自己決定と医療選択の権利の保障である。どの
ような医療を受けるか患者が選べ、決定できることが重要である。国民
の疾病像が変化し、慢性疾患増加のなかで伝統医療の重要性が増してい
るにもかかわらず、明治政府の時代から実施された、東洋医療排除の考

え方がいまだに強く残っている。東洋医学・伝統医療を発展させ、国民
が選べる医療の内容を豊かにすることが重要である。
2    次に国民の「健康権」、医療を受ける権利からみると、平等の原理
（憲法第14条 1 項）が重要である。
    療養の給付について、西洋医療を受ける患者と東洋医療を受ける患者
の間で不平等=差別があるだけでない。療養費の支給として東洋医療を
受ける場合でも、柔道整復師の治療を受ける患者と鍼灸治療を受ける患
者の間に大きな不平等=差別がある。鍼灸治療については差別的な制限
を課せられて受診を制限されている。
3    以上の二つの不平等=差別の解消の根本解決は立法による解決しかな
いが、次善の策は、通達等による療養費支給における柔道整復師と鍼灸
師の差別的取り扱いを解消する、すなわち、はり・きゅうについて少な
くとも柔道整復並みに療養費支給要件を緩和することである。

■裁判の結果と課題
裁判は1996年12月、第20回口頭弁論で終結し、判決は1998年 1 月29日と
決定されていました。
ところが、1997年12月 1 日、厚生省通知がだされ、鍼灸治療を受けなが
らでも医師の診断、検査が受けられるようになりました。この通知により
岸イヨ鍼灸裁判の目的は達せられたとして、判決日の直前に裁判は取り下
げられてしまいました。
その後、厚生労働省通知（2002（平成14）年 5月24日）により鍼灸治療
の療養費支給の治療期間、治療回数の制限がなくなりました。
それでも、厚生労働省発表の平成23年度の国民医療費によれば、総額38
兆5850億円のうち柔道整復4,127億円に対応し、あん摩・マッサージ563億
円、はり・きゅう354億円あわせて917億円となっています。まだ、 4対 1
という大きな不平等がありますが、取扱い上、制限が多い中で、伸び率は
一番多くなっています。これは、国民からもあん摩、鍼灸が必要とされて
いることを示していると言えるでしょう。
こうして裁判とその後の運動の中で、大きな成果をあげていますが、根
本的な課題があります。
第一に、 裁判の取り下げについて不明な部分が多いということです。い
わば民主的裁判運動のあり方が問われています。岸裁判は、健康権を真っ
向から主張した最初の裁判です。国・厚生省及び裁判所の見解を聞きたい
ところでした。
第二に、私は、鍼灸治療の専門職団体に、鍼灸治療についての科学的解
明を求めました。とくに事例・症例の蓄積による治療効果の実証が不可欠
だと考えるからです。鍼灸治療と効果の科学的因果関係の立証まではとも
かく、いわば疫学的な意味での効果の検証は東洋医学の場合でも必要で
す。まさに、保険医療においても根拠に基づいた医療（EBM）が求めら
れるのは当然です。　
こうした中で、2013年 6 月 9 日大阪で「健康保険ではり・きゅう、マッ
サージを受ける国民の会」（http://kokuminkai.web.fc2.com/）が結成され
ました。国民の当然の権利として、健康保険でいつでもだれでも安心して
「はり・きゅう治療」及び「あん摩・マッサージ・指圧治療」を受療でき
ることをめざし、100万人署名活動が展開されています。
西洋医学は万能ではない。かたや東洋医学もEBMなしには済まされな
い。患者、住民の健康権保障のために両者の協力・連携こそ求められる。
そのうえで、患者の健康権保障に最善の医学・医療こそ医療保険・医療保
障の適用範囲とされるべき時代だと思います。

《第17回》健康権保障の視点から混合診療について考える
─岸イヨ鍼灸裁判を通して（後編その2）

ヒデさんに聞く

倫理から人権へ
（金沢大学名誉教授　井上　英夫氏）

【保険医協会のコメント】
「歯科医療のあるべき姿」という問いに、長きにわたりご執筆いた
だき、ありがとうございました。先生のお答えは二つに分けられ、社
会に貢献する歯科医療のあるべき姿として、予防と在宅の重要性を挙
げられ、山形の熊谷崇歯科医師、スウェーデンの社会システム（特に
高齢者の住環境）を礼賛されておられました。また混合診療の問題に
ついては、国民皆保険の真価が問われるとし、健康権を考える上で、
①選択の自由と自己決定②最高水準医療③無差別平等の三つのポイン
トを挙げられました。経済学者の宇沢弘文は、社会的共通資本として
教育と医療を挙げ、人々の幸福のため、心に寄り添うことを重視して
いましたが、法律が専門の先生は、社会システムの改善に心を砕いて
いるのが分かります。歯科はもとより私ども保険医協会も、先生の提
言を参考に、明るい未来のために活動してまいりたいと思います。

意見書「はり・きゅう治療と療養費
支給の可否」
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制度のポイント

★次のいずれも該当する方

２０１5年 ４月１日（水）～
 5月２０日（水）

申込取扱期間

加　 入　 日

加入（増口）申込資格は？

①加入日現在健康でひとつの主たる医療機関等で週４日以上かつ
週16時間以上業務に従事している方
②59歳（1956年２月２日以降に生まれた方）までの保険医協会
会員で、約款に同意できる方

２０１5年 8月１日（土）

保険医休業保障共済保険保険医休業保障共済保険
2015年春募集開始!!2015年春募集開始!!

★給付は長期（最長で730日）、免責は短期（５日間）
★掛け捨てではありません。脱退給付金が支払われます。
★掛金は加入時のまま満期まで変わりません。
★入院はもちろん、自宅療養でも、代診をおいても給付で
きます。
★他の所得補償保険等の加入に関係なく給付されます。

※同封の「加入申込のご案内」をご覧の上、制度の詳細につきましては、保険医協会
までお問い合わせください。なお、募集については、三井生命と富国生命と協働して
行います。ご面談くださいますようお願いします。

加入チャンスは年2回です!

保険医年金の新規加入・増口をお考えの先生は、協会事務局
までお問い合わせください。パンフレット等を送付
させていただきます。

加入チャン
スは

年2回です
!

まもなく普及開始！

保険医年金
2015年4月1日（水）～
　　　5月25日（月）
2015年9月1日（火）
1．259％（2014年10月1日現在）予 定 利 率予 定 利 率

前半期受付期間

加 入 日

38歳の 男性 の場合：月払概算掛金5,960円で4,000万円の保障
38歳の 女性 の場合：月払概算掛金4,600円で4,000万円の保障

保
障
例

■普及期間 2015年5月11日（月）～6月12日（金）
■グループ保険の主な特長 ○お手頃な掛金で大きな保障　○保険金の受取方法が選択可能（一時金または年金）
  ○１年更新で、毎年保険金の見直しが可能　○剰余金があれば配当金として還元
  ○告知書扱いで手続きは簡単
■死亡・高度障害保険金額 会員は4,000万円、配偶者は1,000万円、子どもは400万円まで加入できます
■加入資格 申込日現在、健康で正常に就業している、2015年8月1日時点で65歳6カ月までの保険医協会会員本人とその配偶者および
 2歳6カ月超22歳6カ月までの扶養する子ども
■更 新 日  2015年8月1日／掛金の振替は7月27日（月）から開始

グループ保険グループ保険グループ保険 5/11（月）から
普及開始

死亡・高度障害のみを保障する大型生命保険です

太陽－勧補－団－26－121

お手頃な掛
金で

大きな保
障お手頃な掛
金で

大きな保
障

○普及にあたって、太陽生命・富国生命・明治安田生命の担当者がお伺いします。ご面談くださいますようお願い申し上げます。

○お問い合わせは…石川県保険医協会まで
　TEL ： 076-222-5373／ＦＡＸ ： 076-231-5156　※詳細につきましてはパンフレットをご覧ください。

石川県保険医協会

共済制度
ご 案 内

3大
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こ
の
新
聞
が
皆
さ
ま
の
手

元
に
届
く
こ
ろ
、
北
陸
新
幹

線
が
開
業
す
る
時
期
と
な
り

ま
す
。
す
ご
く
盛
り
上
が
っ

て
い
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
観

光
客
が
ど
っ
と
押
し
寄
せ
て

市
内
は
大
混
乱
。
金
沢
駅
、

近
江
町
、
兼
六
園
周
辺
は
地

元
の
者
は
近
づ
か
な
い
方
が

良
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
ね
。

で
も
喜
ん
で
ば
か
り
い
て
良

い
の
で
し
ょ
う
か
。
今
回

も
、
冷
静
に
考
え
て
み
た
い

と
思
い
ま
す
。

ま
ず
新
幹
線
開
業
に
伴

い
、
金
沢
駅
か
ら
富
山
県
境

ま
で
の
在
来
線
が
、
第
三
セ

ク
タ
ー
「
Ｉ
Ｒ
い
し
か
わ
鉄

道
」
と
な
り
、
運
賃
が
一
割

強
上
が
り
ま
す
。
さ
ら
に

Ｊ
Ｒ
と
Ｉ
Ｒ
い
し
か
わ
鉄

道
、
富
山
県
の
第
三
セ
ク

タ
ー
「
あ
い
の
風
と
や
ま
鉄

道
」
を
跨
い
で
乗
車
す
る
場

合
、
そ
れ
ぞ
れ
に
初
乗
り
運

賃
が
か
か
り
、
今
よ
り
か
な

り
高
く
な
る
こ
と
が
心
配
さ

れ
ま
す
が
、
こ
れ
に
は
乗
継

割
引
運
賃
が
適
用
さ
れ
、
少

し
緩
和
さ
れ
る
そ
う
で
す
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
鉄
道
を

日
々
通
勤
・
通
学
の
足
と
し

て
利
用
さ
れ
て
い
る
方
々
に

と
っ
て
は
、
負
担
が
増
す
こ

と
に
な
り
ま
す
。

僕
が
一
番
問
題
に
し
た
い

の
は
、
新
幹
線
の
開
業
で
、

ま
す
ま
す
東
京
一
極
集
中
を

促
進
す
る
こ
と
で
す
。
一

方
、
石
川
県
内
で
も
、
タ
ー

ミ
ナ
ル
駅
の
あ
る
金
沢
市
周

辺
へ
の
ヒ
ト
、
カ
ネ
、
モ
ノ

の
集
中
が
進
み
ま
す
。
ま
ず

東
京
一
極
集
中
に
つ
い
て

は
、
全
国
の
新
幹
線
網
で
東

海
道
、
山
陽
新
幹
線
以
外
の

す
べ
て
で
、
ス
ト
ロ
ー
現
象

が
起
こ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い

ま
す
。
東
北
新
幹
線
沿
線
の

仙
台
、
上
越
新
幹
線
の
タ
ー

ミ
ナ
ル
駅
で
あ
る
新
潟
な
ど

の
例
外
を
除
き
、
新
幹
線
沿

線
都
市
が
ス
ト
ロ
ー
で
吸
わ

れ
、
寂
れ
て
し
ま
っ
た
現
実

が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
石
川

県
が
抱
え
る
最
大
の
問
題
、

そ
れ
は
「
加
賀
能
登
格
差
」

で
あ
る
こ
と
は
県
民
の
誰
し

も
が
認
め
る
と
こ
ろ
で
し
ょ

う
。
交
通
網
に
し
て
も
、
現

行
の
公
共
交
通
機
関
は
新
幹

線
開
通
後
も
基
本
的
に
今
の

ま
ま
で
す
か
ら
、
奥
能
登
の

皆
さ
ま
な
ど
に
は
観
光
を
除

い
て
メ
リ
ッ
ト
は
あ
る
の
で

し
ょ
う
か
。
私
た
ち
は
、
人

権
保
障
の
大
き
な
柱
と
し

て
、「
住
み
続
け
る
権
利
」

を
学
ん
で
き
ま
し
た
。
奥
能

登
の
現
状
は
、
そ
の
権
利
の

侵
害
が
続
い
て
お
り
、
住
ま

い
の
放
棄
、
過
疎
の
進
行
が

止
ま
り
ま
せ
ん
。
新
幹
線
が

開
通
し
て
も
、
改
善
の
光
が

見
え
て
こ
な
い
現
実
を
、
真

剣
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
思
い
ま
す
。

今
回
の
北
陸
新
幹
線
開
業

の
熱
気
。
一
鉄
道
フ
ァ
ン
と

し
て
、
こ
れ
ほ
ど
皆
さ
ん

に
、
鉄
道
に
興
味
を
も
っ
て

い
た
だ
い
た
の
は
嬉
し
い
こ

と
で
す
。
で
も
鉄
道
は
、
新

幹
線
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。「
乗
り
テ
ツ
」
の
一
人

と
し
て
、
の
ん
び
り
走
る

ロ
ー
カ
ル
線
や
、
富
山
市
、

高
岡
市
、
福
井
市
な
ど
の
街

の
中
を
、
悠
々
と
走
る
路
面

電
車
な
ど
に
も
、
こ
れ
を
機

会
に
も
っ
と
乗
っ
て
い
た
だ

き
た
い
と
思
い
ま
す
。

最
後
に
、
僕
の
駄
文
を

読
ん
で
く
だ
さ
っ
て
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
さ

て
、「
じ
ゃ
、
お
前
さ
ん
。

北
陸
新
幹
線
に
乗
ら
な
い

の
？
」
と
問
わ
れ
れ
ば
、
そ

り
ゃ
「
乗
り
テ
ツ
」
で
す
か

ら
、
い
ず
れ
絶
対
に
乗
り
ま

す
よ
、
と
答
え
て
お
き
ま

す
。
で
も
当
分
、「
北
陸
新

幹
線
乗
車
記
と
か
感
想
」
な

ど
が
、
巷
に
あ
ふ
れ
そ
う
で

す
か
ら
コ
メ
ン
ト
は
控
え
ま

す
。
少
し
熱
気
が
冷
め
た
こ

ろ
、
ま
た
「
辛
口
乗
車
記
」

な
ん
か
を
書
く
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
そ
の
時
は
よ
ろ
し
く

と
し
て
お
き
ま
す
。

アドレス：Osaka_Info@smtcard.jp
三井住友トラスト・カード株式会社大阪支社

＊メールの方
TEL：0120-006-542
三井住友トラスト・カード株式会社大阪支社
【担当：市丸、野村】

＊電話の方（受付時間平日9：00～17：00）
申込書の請求および問い合わせは下記へ■カード発行までの流れ

【会員の先生方だけが加入できます】

※詳しくは、同封のチラシをご覧ください（会員のみ）。　■未入会の先生方は、協会へ入会の上、お申し込みください■

（左記VISAゴールドカードのサービスに加え）
ガス欠、バッテリージャンピング、レッカー移動、
パンク、鍵開け、レンタカー手配など
※ETCカードは一体型になっています。

❸ロードサービス付VISAゴールドカードの
　サービス●海外・国内旅行傷害保険

●ショッピング保険
●空港ラウンジサービス など
※ご希望の方にはETCカードを
　1枚別途発行します。

❷VISAゴールドカードのサービス

共に家族会員は年会費一人1,000円（税抜）で加入できます
家族会員は、本会員と同様のサービスが付帯するので大変お得です

3,000円（税抜）に！！
通常年会費11,000円（税抜）

●ロードサービス付VISAゴールドカード

2,500円（税抜）に！！
通常年会費10,000円（税抜）

●VISAゴールドカード
❶年会費が割引となります
会員のメリット

会員のみなさまに「三井住友トラストVISAゴールドカード」及び
「三井住友トラストロードサービス付VISAゴールドカード」の年会費優遇サービスを
提供するため、標記契約を交わしました。

①現在、ゴールドカードをお持ちの先生方へ
年会費（税抜）10,000円が2,500円となるので大変お得です。今お持ちのカードから乗り
換えができます
②VISAカードの引き落とし金融機関は、都銀、地銀、労金、農協など、取り扱いができます
③ロードサービスは大手ロードサービス会社以上のサービスが付帯しますので、車に乗られ
る方は大変お得です

❶入会申込書のお届け
会員から、三井住友トラストカードへ
申込書を請求（下記ご参照）
⇨三井住友トラストカードから入会
　申込書を会員宅へ郵送
❷入会申込書に必要事項記入・捺印
後、三井住友トラストカードへ返送
❸（所定の審査後）約3週間で、カード
がご自宅に郵送されます

※希望カードの種類（VISAゴールドカード）（ロードサービス
VISAゴールドカード）、名前、住所、電話番号、所属団体名（石
川県保険医協会）を明示の上、資料請求してください。

のお知らせ

新介護報酬検討会
２０１５年３月２６日（木）
午後7時～午後８時45分

と  き ところ

テキスト 講  師 保険医協会講師団医療系介護報酬改定のポイント

石川県地場産業振興センター・新館
コンベンションホール

○問い合わせは　石川県保険医協会まで　電話 076-222-5373
※参加資格は、会員と、院長が会員の医療機関スタッフに限ります。※詳細・申し込み方法については、同封の案内チラシをご覧ください。

２０１５年４月
申し込み締め切り

3月23日（月）

石 川 保 険 医 新 聞 第515号（7）2015年3月15日（毎月15日発行）

3回シリーズ

北陸新幹線北陸新幹線

喜多　徹（野々市市・内科）

辛口批判
北陸新幹線と
　　私たちの未来を考える

その

3
最終回



3 月 3 日、「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の
一部を改正する法律案」が国会に上程された。この法案はいわゆる「社会保
障・税一体改革」のプログラム法に基づくもので、社会保障給付の抑制・効率
化を医療保険制度においても徹底させようとするものである。
先月号では、この法案のもとになった「医療制度改革骨子」を取り上げ、主
として国保財政の都道府県単位化による「医療費削減システム」の構築につい
て概説したが、今月号では、患者・国民にとって直接の「痛み」となる負担
増・給付抑制に係る改革メニューを、以下に整理しておきたい。（枠で囲った
部分は「医療制度改革骨子」を抜粋したものであり、引用にあたり特に手を加
えていない）

1　入院時食事療養費等の見直し

○   入院時の食事代（現行： 1食260円）について、入院と在宅療養の負
担の公平等を図る観点から、食材費相当額に加え、調理費相当額の負担
を求めることとし、平成28年度から 1食360円、平成30年度から 1食460
円に段階的に引き上げる。
○   ただし、低所得者は引上げを行わない。難病患者、小児慢性特定疾病
患者は現在の負担額を据え置く。

入院時の食事については、現在、食材料費相当額を患者負担としているが、
これを「調理費相当額」についても患者負担とし、負担額を引き上げるとする
ものである。具体的には、次のとおり段階的に引き上げられることが提起さ
れ、低所得者と難病医療対象者の負担は据え置きとしている。
◎  1食あたりの患者負担額

現行 2016年度 2018年度
一般所得者 260円 360円 460円
低所得Ⅱ（住民税非課税） 210円 210円 210円
低所得Ⅰ（住民税非課税で一定所得以下） 100円 100円 100円

引上げ額は、 1食あたり200円、 1日につき600円、 1か月の入院では 2万円
弱という大幅なものである。入院時食事療養費（Ⅰ）の 1食あたり保険給付額
（640円）を鑑みると、患者負担は保険給付の実に 7割を超えることになる。
ところで、入院時の食事について、医療保険制度上は「療養の給付」ではな
く「療養費」という仕組みをとっている。したがって、通常の保険給付に対す
る自己負担割合（ 3割）とは別に患者負担を決めることが可能であり、調理費
相当額分の負担引き上げというような「保険外し」施策が個別に可能であると
いう制度設計上の問題をはらんでいる。従前のように入院時食事療養について
も本当の意味での「現物給付」、つまり「療養の給付」として位置づけること
が求められる。
また、今回の改定では負担増の理由として「入院と在宅療養の負担の公平」
を掲げているが、これを解決するのであれば「保険外し」により保障水準を低
くして「公平化」を図るのではなく、むしろ在宅療養における栄養指導体制を
積極的に評価することにより「公平化」すべきである。

2　紹介状なしで大病院を受診する場合等の定額負担の導入

○   フリーアクセスの基本は守りつつ、外来の機能分化を進める観点か
ら、平成28年度から紹介状なしで特定機能病院及び500床以上の病院を
受診する場合等には、選定療養として、初診時又は再診時に原則的に定
額負担を患者に求めることとする。定額負担の額は、例えば5000円〜
1万円などが考えられるが、今後検討する。

紹介状なしで大病院を外来受診する患者に対する定額自己負担制度の創設で
ある。初診の場合には、紹介状なし受診の場合に救急等の場合を除き患者自己
負担が求められ、再診の場合には、大病院側が患者に対して他の医療機関に文
書による紹介を行う旨の申出を行ったにもかかわらず、再度大病院を受診する
場合に患者自己負担が求められる。定額負担の額は5000円から 1万円程度とさ
れ、大病院の範囲も特定機能病院のほか500床以上の病院という案が示されて
いるが、どちらも、今後、審議会等で検討するとしている。
ところで、この定額負担については、保険外併用療養費の「選定療養」の枠
組みを用いるとしているが、そもそも選定療養は、差額ベッド代などのアメニ

ティ部分について患者の選択に応じて任意に適用されるものであり（療養環境
の充実について「アメニティ」とすること自体の問題もあるが）、少なくとも
この仕組みによる負担は患者に強制されるべきものではない。今回の改定案で
は「選定療養の義務化」という表現を用いているが、この表現自体既に矛盾し
ている。
したがって、現行の枠組みのままでは、選定療養を「義務」とするのは難し
いので、今回の法律案では、健康保険法に大病院に対して「医療提供施設相互
間の機能の分担及び業務の連携に資するために必要な措置を講ずる」旨の責務
規定を創設し、この責務により義務化される医療連携に従わない患者への、い
わば「ペナルティ」として患者に自己負担を義務付けるという、まったく新た
な仕組みをとっている。この手法が認められてしまえば、これを先例として、
今後患者負担が際限なく増え続ける懸念がある。保険給付範囲の縮小、混合診
療の事実上の拡大という観点からみて、非常に大きな問題をはらむ改定である。
また、大病院の外来機能を縮小し、地域の診療所や中小病院に外来機能を移

すという目的をそのものは、今後慎重に検討されなければならないが、少なく
とも患者に負担増という「ペナルティ」を課す形で、この課題を解決するのは
誤りである。 1万円を払いさえすれば、紹介状がなくとも大病院にかかれると
いうことであれば、これは患者の経済力により受診できる医療機関が左右され
ることになり、フリーアクセスという国民皆保険の原則を根本から崩すものと
なるのは明らかである。

3　患者申出療養（仮称）の創設

○  困難な病気と闘う患者の国内未承認薬等を迅速に保険外併用療養とし
て使用したいという思いに応えるため、患者からの申出を起点とする新
たな保険外併用療養の仕組みとして患者申出療養（仮称）を創設し､ 平
成28年度から実施する。

患者申出療養制度については、昨年具体案が公表された時点で本連載におい
て詳述したのでそちらを参照いただきたいが（石川県保険医新聞2014年 7 月号
3面参照）、その問題点を再掲すれば、①患者申出療養の対象（すなわち混合
診療の対象）が無限定に拡大していく、②安全性・有効性が担保される仕組み
になっていない、③将来の保険収載への見通しが具体化されていない ─ こと
となる。
さて、選定療養の義務化と患者申出療養制度の創設は、どちらも「保険外併
用療養費制度」という「合法化された混合診療」の枠組みの拡大を意味してい
るが、ここで改めて混合診療がなぜ禁止されているか、その意義についても再
掲しておきたい。第一は、医療の安全性・有効性の担保である。第二は、患者
の経済力により受けることのできる医療に差別を持ち込ませないことである。
第三として、保険財源の消費の在り方の問題がある。保険外負担が可能な所得
階層のみが保険外診療と併せて保険財源（これはすべての国民から徴収される
保険料からなる）を消費できるという意味において、いわば保険財源の「つま
み食い」を可能とするものである。第四は、保険診療の水準向上へのインセン
ティブが働くということである。混合診療を認めることは「保険のきかない医
療」の存在を正面から容認することを意味し、保険がきく医療の範囲の固定化
や限定縮小化につながることを否定できないのである。
保険診療と保険外診療の併用については、原則として混合診療を保険給付外
とし、保険外診療を公的コントロール下におき、あくまでも保険導入を前提に
「過渡的に」認めるという限定的・例外的運用がされなければならない。今回
の改定案のように混合診療のカテゴリーを拡大する施策は、容認されるべきで
はない。

おわりに
上記のほか、国民負担という意味では、後期高齢者医療制度における保険料
減額特例の段階的廃止も提起されている。現在、低所得者と74歳まで扶養家族
だった人に対しては保険料の 9割軽減、8.5割軽減が実施されているが、これ
を廃止するという趣旨の改定である。紙幅の関係で詳述できないが、高齢者の
6割、865万人に負担増を強いるものである。
以上、今月号では主に保険給付の削減と患者負担増について概説した。先月
号の国保財政の都道県単位化による「医療費削減システム」の構築とあわせ
て、「国民皆保険」の崩壊へとつながりかねない重大な問題をはらむ法改正と
言える。
保険医協会では、この法案の修正・廃案を求めて会員の皆さんに患者署名・

会員署名のお願いを今月からスタートさせている。一筆でも多くの署名を集め
て国会に届けるのはもちろんであるが、会員の先生方から一人でも多くの患者
さんに今回の法案の問題点をお伝えいただくきっかけとして、署名用紙や政策
リーフレットをご活用いただければ幸いである。

日常の診療でご多忙中のなか、いつも協会の医療運動にご協力いただい
ていることに改めて感謝の言葉を申し上げます。引き続きのご協力をお願
いいたします。

社会保障・税一体改革これで
いいのか！？

事務局長　工藤　浩司

第 23 回 医療保険制度改革法案の骨子が明らかに
（その2）─患者負担増と保険給付の削減
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本紙新年号には、多くの方からクロスワードパズルにご応募いただき、また新年号へのご意見・ご感想をお寄せいただきました。心より
お礼申し上げます。
厳正なる抽選を行い、5人の方に図書カードをお送りしました。今後とも、『石川保険医新聞』のご愛読をよろしくお願いいたします。
以下、本紙に寄せられましたご意見をご紹介します。

●	 会員の先生方はみなさんそれぞれいい趣味をお持ちで、人生を楽しまれていることがよくわかった。	 （小松市・耳鼻咽喉科会員）

●	 私が勤務医だったときに某病院で共に勤務していた（科は違いますが）、佐藤宏和先生が出ているのを見てとても懐かしく思いました。
現在、在宅医療専門の開業医として仕事をすべて一人でこなしているとのことで、すごいと思いました。	 （白山市・外科会員）

●	 安倍総理のアベノミクス政策の本質は、弱者切り捨てによる所得格差の増大に他ならないと思う。高齢者の負担増を皮切りに、あの手
この手で診療費の抑制を図ると予想されます。こうした厚労省のもくろみを早めに察知して、断固たる態度で阻止できるような体制づく
りを提唱したい。	 （金沢市・内科会員）

●	 在宅に関する情報もあり、嬉しく思います。	 （訪問看護師）

●	 旅の寄稿欄はいつも楽しく、うらやましく読んでいます。毎回の原稿量は大変だと思います。ご苦労様。興味のある内容でした。	
	 （訪問看護師）

●	 会員寄稿が多いので読みやすいです。歯科の先生のお話や、在宅医療のこと、とてもためになります。これからもよろしくお願いします。	
	 （地区医師会事務局員）

●	 保険医新聞と聞くと難しい内容の新聞なのかと思いつつ見てみると、すんなり読める内容の記事も多く、楽しく拝見させていただく
ことが出来ました。特に新年号特集「鉄道よもやま話」の「北陸新幹線辛口批判」はとても興味をもって読ませていただきました。新
幹線開業まであと少し・・・。次回も楽しみにしております！これからも、私でもすんなり読める内容の記事をぜひ載せてください！	
	 （共済取扱生保会社・事務）

新年号クロスワード併催

読者アンケートに寄せられたご意見

公共放送NHKの籾井勝人会長が、 2月の記者会見で、またしても問題
発言をして新聞紙面を賑わしています。戦後70年を節目に「慰安婦」問題
を番組で扱う可能性について問われ、政府の方針を見てから判断する意向
を表明したのです。籾井会長は 1年前の就任会見でも、国際放送のあり方
を聞かれて「政府が右と言うのを左と言うわけにはいかない」と発言。
NHKが政府の広報機関であるかのような認識に、公共放送を担うトップ
としての資質が疑われ、大きな批判をあびました。今回の発言は、もはや
失言では済まされず、即刻辞任すべきです。市民団体は、直ちに会長の辞
任とNHK経営委員会に対して会長罷免の要求を出しています。
籾井会長は、安倍政権がNHKを自家薬籠中のものとするために仕組ん
だ人事です。会長自身のあまりの見識のなさに、政府の意図がすぐに露呈
しましたが、単なる政府のメディア戦略上の出来事と済ますわけにいきま
せん。
NHKは、放送法によって「公共の福祉のためにあまねく日本全国にお
いて受信できるように豊かで、かつ、良い放送番組」を行うと規律されて

います。これは、憲法の重要な価値規範のひとつである、基本的人権は
「常に公共の福祉のために利用する」という規定を受けたものと理解でき
ます。放送における「公共」とは、言論・表現の自由を駆使して国民の多
様な価値観を番組に反映し、それぞれの事実の検証と熟議を通してより真
実に近づく「広場」＝公共圏と言えるでしょう。放送がこのような機能を
発揮する上で不可欠の要件は、放送があらゆる権力から自立し自主的、自
律的に「広場」に多様な番組情報を送り込み、真実追究の材料を私たちに
もたらすことです。放送法は、番組は法律に基づく場合でなければ、何人
からも干渉され、または規律されることがないと定めているのも、放送の
独立こそが番組編集の自由を保障する要だからです。
NHKの放送ガイドラインでも、「全職員は、自主・自律の堅持が信頼さ
れる公共放送の生命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる」
とあります。でもこの倫理規範を生かすのは、放送に携わる個人です。憲
法には、「国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、
これを保持しなければならない」と明記してあり、放送人も一人の国民と
して「公共の福祉」を構築する不断の努力が求められているのです。政府
の意向を忖度する籾井会長の姿勢は、NHK内部の職員にも原発、「慰安
婦」、貧困などの番組企画を自主規制する風潮を生んでいると言います。
言論・表現の自由という基本的人権の砦も、担うべき個人の「不断の努力
によって、これを保持」する強い意志と努力がなければ「ガラスの城」で
あることを教えています。メディアの「広場」＝公共圏を喪失した日本の
民主主義は、極めて危うい状況に直面するでしょう。

ザ・日本国憲法ザ・日本国憲法寄 稿
シリーズ⑱

須藤　春夫

言論・表現の自由は
　　　　 ガラスの城か

板坂　洋介（九条の会・石川ネット事務局長）

日本国憲法の理念に支えられ、
二度と日本を「戦争する国」にしない

（法政大学名誉教授、　　　　　戦争をさせない石川の会事務局長）

集団的自衛権行使容認の閣議決定に抗議し、日本を再び戦争する
国に変えようとする策動を阻止するため、県内の学者、有識者、宗
教者らの呼びかけで2014年7月4日に「戦争をさせない石川の会」
が発足しました。同会の須藤春夫事務局長に寄稿いただきました。

「ザ・日本国憲法」の
　　原稿を募集しています
本コーナー「ザ・日本国憲法」の原稿を募集しています。会員の皆様の忌憚の

ないご意見をお送りください。原稿はメールまたはFAXなどでお送りください。
字数は600字～1200字程度でお願いします。 （編集部）
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会員リレーエッセー　　◆◆186◆◆こ
れ
ま
で
お
酒
の
こ
と
ば
か

り
書
い
て
き
た
の
で
す
が
、
今

回
は
食
べ
物
に
つ
い
て
で
す
。

バ
ー
で
出
さ
れ
る
食
べ
物
に
関

し
て
は
、
ま
さ
に
そ
の
お
店
の

方
針
に
よ
り
、
大
き
く
変
わ
り

ま
す
。
徹
底
し
て
ナ
ッ
ツ
ぐ
ら

い
し
か
出
さ
な
い
と
決
め
て
い

る
と
こ
ろ
も
あ
る
よ
う
で
す

が
、
そ
ち
ら
は
む
し
ろ
少
数
派

で
、
各
バ
ー
と
も
い
ろ
い
ろ
と

趣
向
を
凝
ら
し
て
い
ま
す
。
金

沢
の
バ
ー
テ
ン
ダ
ー
に
は
本
格

的
な
フ
レ
ン
チ
レ
ス
ト
ラ
ン
な

ど
で
の
修
業
経
験
が
あ
る
人
も

い
て
、
味
の
レ
ベ
ル
は
相
当
高

い
で
す
。

趣
向
を
凝
ら
し
た 

つ
き
だ
し

ま
ず
、
最
初
の
つ
き
だ
し
で

す
が
、
お
店
に
よ
っ
て
は
季
節

の
野
菜
や
魚
介
類
を
用
い
た
マ

リ
ネ
と
か
フ
ラ
ン
ス
の
郷
土
料

理
の
キ
ッ
シ
ュ
が
出
た
り
し
ま

す
。
一
月
の
と
て
も
寒
い
日
に

な
じ
み
の
バ
ー
に
行
っ
た
と
こ

ろ
、
な
ん
と
ふ
ろ
ふ
き
大
根
が

出
て
き
ま
し
た
。
ち
ゃ
ん
と
面

取
り
が
し
て
あ
っ
て
味
も
十
分

に
し
み
て
い
て
、
と
て
も
お
い

し
か
っ
た
で
す
。
意
外
と
ウ
イ

ス
キ
ー
に
も
合
っ
て
い
て
、
つ

い
つ
い
グ
ラ
ス
を
重
ね
て
し
ま

い
ま
し
た
。
ま
あ
、
他
の
つ
き

だ
し
で
も
飲
ん
で
し
ま
う
の
で

す
が
・
・
・
。

伝
統
的
な
フ
ィ
ッ
シ
ュ

ア
ン
ド
チ
ッ
プ
ス

あ
と
、
バ
ー
で
よ
く
出
て
く

る
伝
統
的
な
イ
ギ
リ
ス
料
理
と

言
う
と
、
フ
ィ
ッ
シ
ュ
ア
ン
ド

チ
ッ
プ
ス
で
し
ょ
う
。
要
す
る

に
白
身
魚
と
ジ
ャ
ガ
イ
モ
の
揚

げ
物
で
す
が
、
私
が
時
々
行
く

市
内
の
ス
コ
ッ
チ
バ
ー
で
は
、

こ
の
料
理
が
人
気
で
す
。
そ
の

店
は
本
場
イ
ギ
リ
ス
の
ス
タ
イ

ル
を
踏
襲
し
て
、
大
き
な
切
り

身
の
白
身
魚
を
用
い
て
い
ま

す
。
一
方
で
、
食
べ
や
す
い
よ

う
に
小
さ
な
切
り
身
に
し
て
出

し
て
く
れ
る
バ
ー
も
あ
り
ま
す

が
、
そ
こ
は
好
み
の
問
題
で

し
ょ
う
か
。い
ず
れ
に
し
て
も
、

フ
ィ
ッ
シ
ュ
ア
ン
ド
チ
ッ
プ
ス

の
正
し
い
食
べ
方
は
、
モ
ル
ト

ビ
ネ
ガ
ー
と
い
う
麦
芽
を
原
料

と
し
た
酢
を
大
量
に
か
け
る
こ

と
だ
そ
う
で
す
。
イ
ギ
リ
ス
で

は
普
通
に
料
理
に
使
わ
れ
て
い

る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
私

に
と
っ
て
は
モ
ル
ト
ビ
ネ
ガ
ー

と
言
え
ば
フ
ィ
ッ
シ
ュ
ア
ン
ド

チ
ッ
プ
ス
に
か
け
る
以
外
の
用

途
は
あ
り
ま
せ
ん
。
聞
く
と
こ

ろ
に
よ
る
と
、
イ
ギ
リ
ス
で
は

フ
ィ
ッ
シ
ュ
ア
ン
ド
チ
ッ
プ
ス

と
い
う
の
は
完
全
に
フ
ァ
ス
ト

フ
ー
ド
で
、
新
聞
紙
に
く
る
ん

で
売
ら
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。

そ
の
上
か
ら
こ
の
モ
ル
ト
ビ
ネ

ガ
ー
を
「
こ
れ
で
も
か
」
と
い

う
ほ
ど
か
け
て
、
新
聞
紙
が
酢

で
滲
ん
で
き
た
ら
「
合
格
」
と

な
り
、
そ
れ
か
ら
食
べ
始
め
る

の
だ
と
い
う
こ
と
で
し
た
。

お
い
し
い
料
理
も 

楽
し
ん
で

そ
の
ほ
か
の
食
べ
物
も
か
な

り
充
実
し
て
い
る
バ
ー
が
多

く
、
自
家
製
で
魚
や
肉
の
燻
製

を
作
っ
て
い
る
と
こ
ろ
ま
で
あ

り
ま
す
。
以
前
二
人
の
友
人
と

久
し
ぶ
り
に
会
っ
た
と
き
の
こ

と
で
す
。
お
店
も
特
に
決
め

ず
、
ま
ず
は
三
人
と
も
が
知
っ

て
い
る
バ
ー
に
行
っ
て
、
食
前

酒
を
飲
み
な
が
ら
次
に
行
く
店

を
決
め
よ
う
か
と
い
う
話
に
な

り
ま
し
た
。
そ
こ
ま
で
は
良

か
っ
た
の
で
す
が
、
つ
き
だ
し

が
と
て
も
お
い
し
く
、
フ
ー
ド

メ
ニ
ュ
ー
を
見
て
オ
イ
ル
サ
ー

デ
ィ
ン
だ
の
豚
肉
の
生
姜
焼
き

だ
の
を
頼
み
ま
し
た
。
そ
の
ど

れ
も
お
い
し
か
っ
た
の
で
「
あ

れ
も
食
い
た
い
、
こ
れ
も
食
い

た
い
」
と
三
人
そ
ろ
っ
て
東
海

林
さ
だ
お
状
態
と
な
り
、
お
酒

も
も
ち
ろ
ん
食
前
酒
だ
け
で
は

飽
き
足
ら
ず
、
食
中
酒
と
し
て

そ
れ
ぞ
れ
好
み
の
グ
ラ
ス
ワ
イ

ン
を
飲
ん
で
、
つ
い
に
は
締
め

の
パ
ス
タ
や
焼
う
ど
ん
を
食
べ

て
、
食
後
酒
の
ブ
ラ
ン
デ
ー
ま

で
飲
ん
で
し
ま
い
ま
し
た
。
何

の
こ
と
は
な
い
、
そ
の
飲
み
会

は
一
次
会
だ
け
で
お
開
き
と

な
っ
た
の
で
す
。
ま
あ
こ
れ
は

極
端
な
例
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、「
今
日
は
あ
の
料
理
を
食

べ
た
い
気
分
だ
か
ら
こ
っ
ち
の

店
に
し
よ
う
」
と
考
え
る
こ
と

は
時
々
あ
り
ま
す
。

少
人
数
の
グ
ル
ー
プ
で
、
お

酒
を
あ
ま
り
飲
ま
な
い
方
が
い

て
も
、
お
い
し
い
料
理
と
仲
間

と
の
会
話
を
楽
し
む
こ
と
の
で

き
る
バ
ー
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま

す
。
初
め
て
の
バ
ー
に
一
人
で

入
る
の
は
さ
す
が
に
気
後
れ
す

る
と
い
う
方
も
多
い
と
思
い
ま

す
が
、
数
人
で
連
れ
立
っ
て
出

か
け
て
み
ら
れ
て
は
い
か
が
で

し
ょ
う
か
。
バ
ー
好
き
と
し
て

は
、
同
好
の
士
が
一
人
で
も
増

え
る
こ
と
を
願
っ
て
お
り

ま
す
。

二重枠（2つあります）に
入った数字の合計はいく
つになるでしょう。
【ルール】
①空いているマスに、1か
ら 9までの数字のどれか
を入れます。

②タテ列（9列あります）、
ヨコ列（9列あります）、
太線で囲まれた3× 3の
ブロック（それぞれ 9マ
スあるブロックが9つあ
ります）のどれにも1か
ら9までの数字が1つず
つ入ります。

（答え2面）
パズル制作／ニコリ

SUDOKU 数 独1
8 9 4 2 5
7 6 □ 3
3 5 4
5 3 7 8

1 8 2
4 □ 1 6
6 4 3 5 9
8

囲 碁

（解答は 2面にあります） （解答は 2面にあります）

持
駒

　桂
香

黒先　5分で1、2級以上
〈ヒント〉 ダメヅマリをとがめる
 好手段があります。

〈ヒント〉 角と香のコンビでまとめる。
 （10分で２級）

■出題　九段　石榑郁郎
■出題　九段　西村一義

123456
一
二
三
四
五
六

初級編 初級編

玉

歩

角

歩
歩竜

原
稿
募
集
中
　
趣
味
や
旅
行
記
、
医
療
・
福
祉
に
関
し
て
や
平
和
、
環
境
問
題
に
つ
い
て
な
ど
、
会
員
寄
稿
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。
編
集
部
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
0
7
6
（
2
2
2
）
5
3
7
3

約
三
年
前
か
ら
、
健
康
維
持
と
趣
味
で
あ
る
ゴ
ル
フ
の
た

め
の
体
力
づ
く
り
を
兼
ね
て
、
ス
ポ
ー
ツ
ジ
ム
に
行
っ
て
い

る
。
基
本
的
に
週
三
ペ
ー
ス
で
、
火
、
木
、
土
に
通
っ
て
い

る
。
時
間
は
診
療
後
の
二
時
間
く
ら
い
で
、
一
時
間
半
の
運

動
と
三
十
分
間
の
入
浴
を
こ
な
し
て
い
る
。
私
の
場
合
は
、

ゴ
ル
フ
シ
ー
ズ
ン
の
五
月
～
十
月
は
行
か
ず
に
、
シ
ー
ズ
ン

オ
フ
の
十
一
月
～
四
月
に
通
っ
て
い
る
。

ジ
ム
で
は
主
に
、
サ
イ
ド
・
サ
イ
ド
（
腰
の
ひ
ね
り
運
動

を
器
械
に
よ
っ
て
行
う
）、
Ｓ
Ｔ
Ｔ
（
傾
斜
の
つ
い
た
腹
筋

台
で
体
幹
を
ね
じ
る
エ
ク
サ
サ
イ
ズ
）、
ラ
ッ
ト
（
後
背
筋

の
可
動
域
を
広
げ
る
エ
ク
サ
サ
イ
ズ
）、
お
も
り
ボ
ー
ル
使

用
の
腹
筋
（
そ
の
名
の
通
り
、
床
に
寝
て
足
膝
を
立
て
て
手

で
鉛
入
り
ボ
ー
ル
を
左
右
に
動
か
す
運
動
）、
自
転
車
漕
ぎ

を
十
五
分
、
最
後
に
、
マ
シ
ー
ン
を
使
用
し
た
ウ
オ
ー
キ
ン

グ
と
ラ
ン
ニ
ン
グ
を
三
十
分
間
行
っ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、

最
初
の
二
週
間
で
体
重
は
一
kg
減
少
す
る
も
、
そ
れ
か
ら
は

な
か
な
か
落
ち
な
い
の
が
悩
み
で
あ
る
。

一
応
、
目
標
は
シ
ー
ズ
ン
に
入
る
前
に
四
kg
の
減
量
を
す

る
こ
と
と
、
体
幹
の
筋
肉
を
付
け
る
こ
と
で
あ
る
が
、
運
動

も
さ
る
こ
と
な
が
ら
食
事
の
比
重
も
大
事
で
あ
る
こ
と
を
痛

感
し
て
い
る
。
先
日
も
、
ジ
ム
の
ト
レ
ー
ナ
ー
に
普
段
の
食

事
に
つ
い
て
聞
か
れ
、
答
え
た
と
こ
ろ
、
朝
・
昼
・
夜
の
摂

取
カ
ロ
リ
ー
が
大
幅
に
オ
ー
バ
ー
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
さ

れ
た
。
特
に
夜
の
炭
水
化
物
の
摂
取
を
控
え
る
よ
う
に
指
導

さ
れ
て
、
大
好
き
だ
っ
た
ご
飯
の
量
（
い
つ
も
茶
碗
に
二
杯

は
食
べ
て
い
た
）
を
茶
碗
小
盛
り
一
杯
に
制
限
さ
れ
て
い
る

の
が
ス
ト
レ
ス
に
な
っ
て
い
る
（
笑
）。

昨
年
の
十
一
月
か
ら
四
カ
月
経
過
し
て
、
体
重
は
や
や
減

少
し
て
い
る
が
、
先
日
の
晴
れ
た
日
曜
日
に
ホ
ー
ム
コ
ー
ス

で
ゴ
ル
友
（
ゴ
ル
フ
友
達
）
と
ゴ
ル
フ
を
楽
し
ん
で
い
た
と

き
の
こ
と
で
あ
る
。
私
の
ス
イ
ン
グ
を
じ
ー
っ
と
見
て
い
た

友
達
か
ら
「
あ
ん
た
、
去
年
よ
り
ス
イ
ン
グ
鋭
く
な
っ
た

ね
」
と
言
わ
れ
た
と
き
は
、
そ
う
か
な
と
一
人
で
ニ
ン
マ
リ

し
て
い
た
が
、
そ
の
後
か
ら
「
で
も
体
型
は
な
ん
も
変
わ
っ

と
ら
ん
な
」
と
釘
を
刺
さ
れ
、
や
っ
ぱ
り
プ
ラ
ス
・
マ
イ
ナ

ス
・
ゼ
ロ
と
痛
感
。
ま
だ
ま
だ
ジ
ム
通
い
に
精
進
し
な
け
れ

ば
と
、
再
認
識
し
た
次
第
で
あ
る
。

ス
ポ
ー
ツ
ジ
ム
通
い

大
平
三
四
郎
（
金
沢
市
・
歯
科
）

三宅ドクターの

金 沢
バー物語 5

三宅　靖（金沢市・内科）

バ
ー
の
お
つ
ま
み
考
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